
－ －

はじめに

物品税を中心とした課税政策の理論的分析では，多くの研究が規模に関して収穫一定の生産

技術を仮定した経済モデルを用いている。その主たる理由として，収穫一定技術のもとでは生

産者価格が固定的になり，企業の利潤がゼロになるなど，分析が容易になることが挙げられる。

これに対して，生産技術が規模に関して収穫逓減である場合には，物品税額の変更によって生

産者価格が変化するため，生産者価格と消費者価格の関係に留意して分析をすすめなければな

らない。また，企業に正の利潤が発生することから，利潤の消費者への分配を考慮する必要が

生じる。したがって，消費者の意志決定が消費者価格のみならず生産者価格にも依存すること

になる。このような点において，規模に関して収穫逓減である生産技術を仮定したモデルでは，

課税政策の分析および解釈が非常に複雑になるのである。

規模に関して収穫逓減の技術を仮定したモデルによって課税政策について検討した先駆的な

研究は Munk(1978)である。この分析では，生産者価格と消費者価格の関係について理論的な

考察を行い，企業に利潤が存在する場合の最適物品税政策の分析を展開している。

本論の目的は以下の二点である。第一の目的は，収穫逓減技術を仮定した場合の物品税を中

心とする課税政策について，Munkの分析にもとづいて再検討することである。第二の目的は，

物品税によって生じる資源配分の効率性損失を計測する分析の対象を，生産技術が規模に関し

て収穫逓減であるモデルに拡張していくことである。

本論は以下のように構成されている。１節では分析に用いる基本的な一般均衡モデルについ

て説明する。２節では，課税政策における生産者価格と消費者価格の関係について理論的考察

を行う。そして，３節では，生産技術が規模に関して収穫逓減である経済において課税による

資源配分の効率性損失を計測する手法を提示し，考察を加える。ここでは，とくに

Debreu(1951)によって提示された資源利用係数に注目し，その後の研究成果を考慮しながら分

析を行う。４節では，まとめを行う。
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１．基本モデル

本論で用いるモデルは基本的に是川(2002)に準じた一般均衡モデルであるが，本論では生産

技術が収穫一定であるときと収穫逓減であるときの課税政策の相違をより明確にすることに分

析の主眼をおく。したがって，所得分配の側面は陽表的に扱わず，代表的１個人，１企業，１

政府，ｍ種類の財から構成される経済を分析対象とする。

はじめに政府の経済行動について説明する。政府は一定量の財ｇを購入する。ｇは政府によ

る各財の購入量を表すｍ次元のベクトルである。この財源調達のために，政府は財ｉに対して

１単位あたりｔｉの従量税を，また，企業の利潤に対してτ×100パーセントの利潤税を課すこ

とができるとする。物品税の導入によって，企業が直面する生産者価格と消費者が直面する消

費者価格は乖離するが，生産者価格，消費者価格をそれぞれｍ次元の価格ベクトルｐ，ｑで表

す。両者の間にはｑ＝ｐ＋ｔの関係が成立する。ただし，ｔは各財に対する従量税額を表すｍ

次元のベクトルである。なお，政府は生産者価格によって財を購入するものとする。

つぎに，生産部門に関する仮定を述べる。企業の実行可能な生産計画は投入，産出される財

の組合せを表すｍ次元のベクトルｙによって表現される。ｙにおいて，投入される財の数量は負

の値で，また，産出される財の数量は正の値で表される。実行可能な生産計画ｙから構成される

集合をＹとする。Ｙは閉集合であり，かつ厳密な凸集合であると仮定する。また，企業は利潤最

大化を目的とする完全競争企業であるとする。利潤税の導入によって企業の受け取る課税後の利

潤は(１－τ)ｐｙとなるが，生産者価格が不変である限り，課税後の利潤を最大にする生産計画

は，課税前の利潤ｐｙを最大にする生産計画に等しい。よって，企業が選択する生産計画は利潤

税率τに依存せず，生産者価格ｐのみに依存するので，企業の最適な生産計画をｐの関数ｙ(ｐ)

で表すことにする。ｙ(ｐ)は生産者価格がｐのもとで企業の課税後の利潤(１－τ)ｐｙ(ｐ)を最

大にする生産計画を表すｍ次元のベクトルであるが，集合Ｙが厳密な凸集合であれば，ｙ(ｐ)

は価格ｐによって支持される集合Ｙの上方境界上の点を表している。最大化された課税前の利

潤を利潤関数π(ｐ)＝ｐｙ(ｐ)によって表現する。周知のように，Ｙが厳密な凸集合であると

き，技術は規模に関して収穫逓減であると呼ばれるが，これに対して，企業が規模に関する収

穫一定の技術をもつ場合には，収穫逓減の技術をもつ場合と異なり，生産者価格が固定的にな

ること，企業利潤がゼロになることなどの特徴が生じる。このような特徴と課税政策との関係

については２節で詳述する。

消費者に関する仮定は以下の通りである。個人の消費する財の量をｍ次元のベクトルｘで表

す。個人の選好は効用関数Ｕ(ｘ)で表現され，Ｕ(ｘ)はｘについて連続，単調増加，かつ，厳

密に準凹であるとする。個人の初期賦存量をｍ次元のベクトルωで表す。個人の貨幣所得は，

初期賦存量の一部またはすべてを売却して得られる金額と，企業の課税後の利潤から分配され
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る金額の合計である。したがって，個人の予算制約式は，

ｑｘ＝ｑω＋(１－τ)ｐｙ(ｐ) （１）

で表される。企業については内部留保を考慮せず，企業の課税後の利潤はすべて消費者に分

配されると仮定するため，代表的１個人から構成される経済では，企業の課税後の利潤額が，

その個人の受け取る分配額に一致する。ここで個人の予算制約式(１)の経済学的意味について

確認しておこう。この式において，個人の行動は初期賦存量ωのすべてを消費者価格ｑで売却

し，のちにその一部を同じ消費者価格ｑで買い戻すように表現される。このことは，財ｊにつ

いてｑｊ＞ｐｊであれば，政府がネットの消費ｘｊ－ωｊに対して課税することを意味する
（1）。す

なわち，政府は個人の保有する資源量ωｊに対して１単位あたりｑｊ－ｐｊの補助金を与えたのち，

グロスの消費量ｘｊに対して同じく１単位あたりｑｊ－ｐｊで課税すると解釈できるのである。

したがって，ｑｊ＞ｐｊである場合には，政府は財ｊについて，ｘｊ＞ωｊのときには，ネットの

意味で課税による税収を得ることになり，ｘｊ＜ωｊのときには，ネットの意味で補助金を支出

することになる。よく知られているように，ｘｊをグロスのレジャーの消費量とすれば，ネッ

トのレジャー消費量ｘｊ－ωｊは負の値をとり，この値は労働供給量と解釈される。ｑｊ＞ｐｊで

あれば，この課税政策はネットのレジャー消費量への課税であると同時に，労働供給量に対し

て補助金を与える政策であることを意味する。

上で述べたような予算制約式(１)のもとで，個人は効用を最大にする消費ベクトルｘを選択

する。課税政策の分析では，消費者の選択する需要量をマーシャルの需要関数で表現する方

法と，補償需要関数(ヒックスの需要関数)で表現する方法が存在する。マーシャルの需要関

数では，需要量が消費者価格と貨幣所得額の関数で表現される。しかし，予算制約式(１)の

もとでは，個人の受け取る利潤の分配額が生産者価格ｐおよび利潤税率τの関数になってい

るため，貨幣所得額は生産者価格ｐ，消費者価格ｑおよび利潤税率τの関数として表すこと

が可能である。したがって，需要量はｐ，ｑ，τの関数ｘ(ｐ,ｑ,τ)で表現される。一方，補

償需要関数は，消費者価格ｑのもとで効用水準ｕを最小の支出額で実現する消費計画であり，

消費者価格と効用水準の関数ｈ(ｑ,ｕ)で表現される。また，最小支出額ｑｈ(ｑ,ｕ)は支出関

数ｅ(ｑ,ｕ)によって表現される。これらの関数による均衡条件の表現の違いは以下のように

説明される。マーシャルの需要関数では背後で予算制約を満たしていることが保証されており，

ｘ(ｐ,ｑ,τ)は個人の需要，すなわち予算制約下における効用最大化行動を直接的に表現する。

これに対して，補償需要関数そのものは個人が直面する予算制約式が考慮されていない。補

償需要関数を用いた効用最大化問題は，個人の享受している効用水準を実現する最小支出額

ｑｈ(ｑ,ｕ)が現実の所得額に一致することによって定式化される。したがって，予算制約式，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｑω＋(１－τ)ｐｙ(ｐ)を均衡条件に追加する必要がある。与えられたｐとｑお

よびτのもとで個人の効用水準ｕが内生的に決定し，この効用水準に対応する補償需要によっ
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て個人の需要量が表現されるのである。

最後に市場均衡式について述べておく。需要量をマーシャルの需要関数によって表現する場

合には，

ｘ(ｐ,ｑ,τ)＋ｇ＝ω＋ｙ(ｐ)

が均衡条件である。これに対して，需要量を補償需要関数によって表現する場合には，均衡条

件は，上で述べたように，個人の予算制約を考慮することによって，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｑω＋(１－τ)ｐｙ(ｐ)

ｈ(ｑ,ｕ)＋ｇ＝ω＋ｙ(ｐ)

の２式によって表現される。本論における以下の分析では，補償需要関数によって個人の需要

量を表現することにする。

２．価格基準化と課税政策

この節では物品税や利潤税が導入された場合の市場均衡条件について収穫一定の技術の場合

と収穫逓減の技術の場合とを比較しながら説明した上で，Munk(1978)によって提示された生産

者価格と消費者価格に関する諸命題を本論のモデルに則して概説し，考察を加える。

はじめに，生産技術が規模に関して収穫一定である特殊な場合について考えてみることにす

る。周知のように，収穫一定の技術のもとでは，集合Ｙの上方境界の軌跡は超平面になる。よ

ってＹの上方境界上の点における勾配ベクトルは，この集合の上方境界上のすべての点におい

て同一となり，均衡では，このベクトルが生産者価格に一致する。生産技術が収穫一定である

ときに分析上考慮すべき重要な点は，生産者価格すなわち市場価格が固定的になること，この

価格のもとで企業が集合Ｙの上方境界上のどの点を選択しても利潤はゼロになること，したが

って，生産者価格と最適な生産計画の関係は関数ではなく対応(correspondence)で表現されるこ

とである。これらの点を考慮することによって，市場均衡は，Ｙの上方境界上の点の勾配ベク

トルに等しい固定的な生産者価格ｐのもとで，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｑω （２）

ｐｙ＝０ （３）

ｈ(ｑ,ｕ)＋ｇ＝ω＋ｙ （４）

を満足する消費者価格ｑ，効用水準ｕおよび生産計画ｙの組合せによって与えられる。(３)は

固定的な生産者価格ｐのもとで利潤がゼロとなる条件であるが，この式は，同時に，生産・投

入ベクトルｙが集合Ｙの上方境界上にあることを意味しており，企業の技術的な制約条件を表

す式であると解釈できる。また，利潤がゼロであるため，消費者の需要量の決定は消費者価格
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ｑのみに依存する点にも注意を要する。なお，(２)から(４)の両辺にｐを乗じた式を辺辺差し

引き，(３)を考慮すると，政府の予算制約式，

(ｑ－ｐ)ｈ(ｑ,ｕ)＝ｐｇ （５）

が得られる。また，政府の予算制約式(５)と(２)および(４)から，技術的制約条件(３)が求め

られる。さらに，需給均衡条件(４)のうちｍ－１個の財市場均衡式それぞれの両辺に生産者価

格ｐを乗じた式と(２)，(３)，および(５)から，(４)における残り１つの財市場の均衡式が導

出される。このように，租税理論における一般均衡モデルでは，政府の予算制約式，技術的制

約条件式，そしてある１つの財市場の均衡式のうち一つは独立ではない。これらの関係は，租

税理論におけるワルラス法則として知られている（2）。

(２)～(４)のように定式化された均衡条件において，消費者価格と生産者価格の独立性に関す

る性質をMunk(1978)によって提示された諸命題にもとづいて確認しておこう。均衡条件(２)～

(４)を満足する消費者価格，効用および生産計画の組合せの一つを(ｑ’, ｕ’, ｙ’)とする。ここ

で，消費者価格ｑ’を各財について同率で変化させた消費者価格αｑ’を考える(ただしα＞０)。

補償需要関数が消費者価格について０次同次であることから，ｈ(ｑ’,ｕ’)＝ｈ(αｑ’, ｕ’)が成

立する。したがって，消費者価格，効用および生産計画の組合せ(αｑ’, ｕ’, ｙ’)もまた均衡条

件(２)～(４)の解となっている。すなわち，消費者価格を各財について同率に変化させるよう

な政策は，消費者と企業の意志決定に変化を与えないのである。他方，固定的な生産者価格ｐ

が各財について同率で変化し，βｐとなったとしよう(ただしβ＞０)。明らかにβｐのもとで

も利潤がゼロの条件(３)は成立し，また，消費者の予算制約式(２)は生産者価格から独立であ

るので，組合せ(ｑ’, ｕ’, ｙ’)は生産者価格βｐのもとでの均衡条件(２)～(４)の解になってい

る。生産者価格を各財について同率で変化させるような政策もまた，消費者と企業の意志決定

に変化を与えないのである。以上から，消費者価格ｑと生産者価格ｐがそれぞれ独立に異なる

割合で比例的に変化しても，すなわちｐがαｐ，ｑがβｑ(α＞０，β＞０，α≠β)と変化し

ても，均衡条件(２)～(４)において消費者，企業の決定する需給量には何ら影響を及ぼさない

のである。とくにこの命題において重要な点は，ある財ｋについて生産者価格と消費者価格が

等しい価格ｒｋになるように，すなわち，αｐｋ＝βｑｋ＝ｒｋが成立するようにα，βを定める

ことが可能なことである。ある１種類の財については生産者価格と消費者価格を等しく設定し

たとしても，すなわち，ある１種類の財について物品税を非課税としても，上記の均衡条件の

もとで成立する資源配分は不変に保つことができるのである。

上で示した消費者価格と生産者価格に関する独立性の命題は，消費者が初期賦存量ωを生産

者価格ｐで売却する経済モデルの場合には成立しないことに注意を要する。このモデルでは，

消費者の予算制約式(２)が，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｐω （６）
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と表現される。ｐとｑが異なる割合で比例的に変化した場合には，(６)は当初の効用水準のま

までは成立しない。生産者価格ｐと消費者価格ｑがともに同率で比例的に変化したときにのみ，

(６)を満足する需要量と効用水準が不変に保たれるのである。ｊ財について，ｑｊ＞ｐｊであれ

ば，(６)のような予算制約の定式化における政府の経済行動は，初期賦存量ωｊに対して補助

金を与えることはなく，ｊ財のグロスの消費量ｈｊ(ｑ,ｕ)に対して課税するものとして解釈さ

れる。消費者価格ｑが生産者価格ｐより大きな割合で比例的に変化すれば，価格の上昇率が所

得の上昇率を上回ることを意味するので，予算制約式(６)を満足する効用水準ｕは低下しなけ

ればならないのである。

つぎに，生産技術が収穫逓減である場合，すなわち集合Ｙが厳密な凸集合である場合につい

て，生産者価格と消費者価格の独立性の関係をMunkの議論にもとづいて検討してみることに

する。１節で述べたように，集合Ｙが厳密な凸集合であれば，生産者価格ベクトルｐによって

支持される集合Ｙの上方境界上の点ｙ(ｐ)が一意に決定する。ｙ(ｐ)は生産者価格ｐのもとで

利潤ｐｙを最大にする投入・産出ベクトル，すなわち，企業の生産計画を表すベクトルである。

収穫一定の生産技術の場合と異なり，生産技術が収穫逓減である場合には，企業が正の利潤を

獲得することが特徴であり，課税後の利潤は最終的に消費者に分配される。このような定式化

のもとで，均衡条件は，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｑω＋(１－τ)ｐｙ(ｐ) （７）

ｈ(ｑ,ｕ)＋ｇ＝ω＋ｙ(ｐ) （８）

と表現される。本論では物品税額が経済に及ぼす効果に分析の主眼をおくので，以下では，利

潤税率τを一定値に固定し，政府はこの税率を変更できないもと仮定する（3）。一般に，一定値τ

のもとで，連立方程式(７)，(８)を満足するｐ，ｑ，ｕの組合せは多数存在するが，これらの

組合せが市場均衡を実現する生産者価格，消費者価格，および効用水準の組合せである。ここ

で，均衡条件(７)，(８)を満足する生産者価格，消費者価格，効用水準の組合せを(ｐ’, ｑ’, ｕ’)

とする。生産計画ｙ(ｐ)はｐについて０次同次であるから，利潤ｐｙ(ｐ)はｐについて１次同

次である。補償需要関数の消費者価格に関する０次同次性を考慮すると，ｐ’とｑ’が同じ比率

γ(γ＞０)で変化したとしても，効用水準ｕ’のもとで予算制約式(７)の両辺の値はともに比率

γで変化する。したがって，組合せ(γｐ’, γｑ’, ｕ’)は均衡条件(７)，(８)を満足し，この組

合せのもとで実現される需要量，生産計画および効用水準は組合せ(ｐ’, ｑ’, ｕ’)のときに実現

される需要量，生産計画および効用水準と同一である。消費者への利潤の分配を考慮すること

によって，消費者の貨幣所得が消費者価格のみならず生産者価格にも依存することになり，収

穫一定技術の場合に成立した消費者価格と生産者価格の独立性の性質は，収穫逓減技術のもと

では成立しなくなるのである。ただし，政府が企業利潤に対して100パーセントの税率で課税す

る場合には，すなわちτ＝１である場合には，消費者の貨幣所得額と生産者価格との依存関係
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は遮断される。すなわち，(７)における貨幣所得額はｑωに一致し，収穫一定技術のもとで成

立した消費者価格と生産者価格の独立性の性質が収穫逓減技術の場合にも成立するのである。

Munkの分析では利潤税と物品税との等価性についても言及している。この内容は本論のモ

デルでは以下のように説明される。予算制約式(７)の両辺を(１－τ)で除すると，均衡条件は

［ｑ／(１－τ)］ｈ(ｑ,ｕ)＝［ｑ／(１－τ)］ω＋ｐｙ(ｐ) （９）

ｈ(ｑ,ｕ)＋ｇ＝ω＋ｙ(ｐ) （10）

と表現される。(９)，(10)は，利潤税を課さずに，消費者価格をｑ／(１－τ)となるように物品

税額を変化させる政策であると解釈できる。ｈ(ｑ,ｕ)＝ｈ(ｑ／(１－τ),ｕ)であることを考慮

すると，連立方程式(７)，(８)を満足する生産者価格，消費者価格および効用の組合せ(ｐ’, ｑ’,

ｕ’)に対して，組合せ(ｐ’, ｑ’／(１－τ),ｕ’)は均衡条件(９)，(10)を満足する。(７)，(８)

の解(ｐ’, ｑ’, ｕ’)と，利潤課税の存在しない体系(９），(10）の解(ｐ’, ｑ’／(１－τ),ｕ’)を

比較すると，均衡において個人と企業が選択する需給量が各財について一致している。すなわ

ち，利潤税を税率τで課し，かつ，消費者価格と生産者価格の組合せが(ｐ’, ｑ’)となるような

物品税を課す政策と，利潤税を課さず，消費者価格と生産者価格の組合せが(ｐ’, ｑ’／(１－τ))

となるような物品税を課す政策とは同一の資源配分を実現する。これが利潤税と物品税の等価

性の関係である。ｙ(ｐ)がｐについて０次同次であることから，均衡条件(７)，(８)は，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｑω＋(１－τ)ｐｙ((１－τ)ｐ) （11）

ｈ(ｑ,ｕ)＋ｇ＝ω＋ｙ((１－τ)ｐ) （12）

と書き換えられる。(１－τ)ｐを生産者価格と捉えれば，均衡条件(11)，(12)は，利潤税を課

さず，生産者価格を(１－τ)ｐ，消費者価格をｑとする課税政策の均衡条件とみなすことがで

きる。均衡条件(７)，(８)の解(ｐ’, ｑ’, ｕ’)は，同時に均衡条件(11)，(12)をも満足している。

したがって，利潤税を課さずに，生産者価格と消費者価格の組合せが((１－τ)ｐ’, ｑ’)となる

ように物品税を課す政策もまた，利潤税を税率τで課し，かつ，消費者価格と生産者価格の組

合せが(ｐ’, ｑ’)となるような物品税を課す政策と同一の資源配分を実現するのである。この性

質も利潤税と物品税の等価性を表現するものである。

これまでに説明した消費者価格と生産者価格の独立性の性質，および利潤税と物品税の等価

性は，補償需要関数ｈ(ｑ,ｕ)と生産計画ｙ(ｐ)がそれぞれ消費者価格と生産者価格に関して０

次同次であることを用いて証明された。したがって，多数の個人と企業から構成される一般的

な経済にモデルを拡張した場合にも，個別経済主体の補償需要関数や生産計画が価格に関して

０次同次であることから，前述の性質が成立するのである。

一般に課税政策の分析において，生産技術を収穫逓減とするモデルを用いた場合は，収穫一

定の技術を仮定するモデルを用いた場合と比較して以下の点で分析が複雑になる。第１点は，

生産者価格が可変的になり，それらが均衡モデルの中から内生的に決定されることである。収
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穫一定の技術の場合は，生産者価格が生産集合Ｙの上方境界生産上の点における勾配ベクトル

に等しく固定的であり，物品税額の変化額は消費者価格の変化額に一致する。これに対して，

生産者価格が可変的な場合には，物品税額の変更は生産者価格と消費者価格の双方を変化させ

ることになり，両者の価格変化によって生じる需給量の変化をそれぞれに考慮しなければなら

ないのである。第２点は，企業に正の利潤が発生するため，消費者の予算制約式に利潤の分配

額を表す項を追加する必要が生じることである。利潤は生産者価格に依存するので，消費者の

需要量の決定は消費者価格と生産者価格の双方に依存するのである。物品税額の変更によって

生産者価格が変化すれば，その変化によって企業の利潤が変化し，さらに利潤の変化を通じて

消費者の所得や需要量が変化することを考慮しなければならないのである。

上記の第１点についてより詳細に考察するために，均衡条件(７)，(８)における諸変数の依

存関係を確認しておこう。均衡条件(７)，(８)は，１本の個人の予算制約式とｍ本の財市場均

衡式を合計した１＋ｍ本の式から構成される。すでに述べたように，所与のτのもとで，(７)，

(８)を満足するｐ，ｑ，ｕが均衡を実現する生産者価格，消費者価格および効用水準の組合せ

である。生産者価格と消費者価格の独立性の性質から，生産者価格と消費者価格をともに同率

で比例的に変化させても資源配分に変化がない。よって，価格ベクトルｐとｑのうち，いずれ

か１つの要素については定数とみなすことができるので，第１財の生産者価格を１とおく。均

衡条件(７)，(８)を満足する消費者価格の集合をＱとおく（4）。課税政策の分析において，税率

や税額の変更が効用や社会的厚生に及ぼす効果を考察することは非常に重要であるが，このよ

うな分析では，税込みの消費者価格ｑを外生的な政策変数としてモデルを設定することが分析

上便利なことが多い。そこで，ｑ∈Ｑである消費者価格ｑを外生的に与え，このｑに対して均

衡条件(７)，(８)を満たすように内生的に定まる生産者価格ベクトルをｑの関数ｐ(ｑ)と表現

することにする。物品税額変更にともなう消費者価格の変化は需要量を直接的に変化させる。

同時に，消費者価格の変化は生産者価格ｐ(ｑ)を変化させるが，ｐ(ｑ)の変化によって生産計

画ｙ(ｐ(ｑ))および利潤π(ｐ(ｑ))＝ｐ(ｑ)ｙ(ｐ(ｑ))が変化する。利潤の変化は最終的に消費

者の貨幣所得額を変化させることになるから，この変化は消費者価格の変化が需要の変化に及

ぼす間接的な効果と考えられる。なお，ｐ(ｑ)は，企業の利潤最大化行動を考慮することによ

り，以下に述べるような性質を有することがわかる。集合Ｙの上方境界上の組合せにおいては，

ｍ－１種類の財の投入・産出水準を外生的に与えれば，残り１種類の財の投入・産出水準は内

生的に決定されなければならない。この依存関係を，ｙ１＝ｆ(ｙ２,･･･,ｙｍ)とおく
（5）。ｙｉは第

ｉ財の投入，産出水準である。よって，集合Ｙの上方境界の軌跡の方程式はＦ(ｙ１,･･･,ｙｍ)＝

ｙ１－ｆ(ｙ２,･･･,ｙｍ)＝０と表現される。この集合Ｙの上方境界の勾配ベクトル∇Ｆとすると，

∇Ｆ＝(１,－∂ｆ／∂ｙ２,･･･,－∂ｆ／∂ｙｍ)であるが，利潤最大化を実現する生産計画では，

この生産計画を表す集合Ｙの上方境界上の点における勾配ベクトル∇Ｆが生産者価格ベクトル
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に等しくなる。このことから，ｉ≧２である財について，ｐｉ＝－∂ｆ／∂ｙｉが成立するが，

この表現はMunk(1978)，Myles(1995)などで提示されている表現に基本的に一致する。

３．収穫逓減技術と課税による効率性損失の計測

２節で説明した消費者価格と生産者価格の性質を用いて，Munk(1978)では技術が収穫逓減で

ある経済において最適物品税額に関する分析を展開している。Atkinson and Stiglitz(1980)，

Auerbach(1985)，入谷(1987)，山田(1991)，Myles(1995)，Auerbach and Hines(2002)などにお

いても，収穫逓減技術を仮定した経済を対象として最適物品税政策の理論的な考察が行われて

いる。

租税の経済分析では，最適な税率や税額を考察することと並んで，現行の税率や税額を変更

させたときに資源配分の効率性損失の大きさがどれだけ変化するかを計測することも重要な課

題である。この節では，収穫逓減技術のもとで物品税額の変更にともなう効率性損失の大きさ

を計測する手法について，収穫一定の技術の場合と比較しながら考察する。分析に用いるモデ

ルは１節で提示したモデルに準じるが，物品税のみを課税項目とし，また，政府の税収はすべ

て個人に一括補助金として還元されるものとする。また，初期賦存量ωの売却は生産者価格で

行われるものとする。これらを仮定することによって，均衡条件(７)，(８)は，

ｑｈ(ｑ,ｕ)＝ｐω＋ｐｙ(ｐ)＋Ｒ （13）

ｈ(ｑ,ｕ)＝ω＋ｙ(ｐ) （14）

と修正される。Ｒは政府の税収を表しており，(13)と(14)からＲ＝(ｑ－ｐ)ｈ(ｑ,ｕ)であること，

すなわち，政府の予算制約式が成立することが容易に確認できる。一般に，均衡条件(13)，

(14)を満足する生産者価格，消費者価格，効用水準および税収の組合せは多数存在するが，２

節と同様に，均衡を実現する消費者価格の集合をＱ’とおく。ｑ∈Ｑ’である消費者価格を外生

的に与えれば，(13)，(14)を満足する生産者価格，効用水準が内生的に決定する。消費者価格

と生産者価格の関係についても２節と同様にｐ＝ｐ(ｑ)で表す。

資源配分の非効率性は投入と成果の両面から捉えることができる。投入の側面から捉える場

合，資源配分が非効率的であるとは，現実の資源配分において実現している効用水準がより少

ない資源量を用いても実現可能であることを意味する。この考え方にもとづけば，課税による

効率性損失は，非課税時において課税時と同一の効用水準を実現させようとすれば，どれだけ

の資源量を節約できるかを考慮しながら計測する必要がある。そのためには，どのような方法

で資源を節約するのかを特定しなければならないが，Debreu(1951)によって提示された資源利

用係数は，現実の資源量を各財について同率で比例的に減少させる方法に注目して，効率性損
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失の程度を尺度しようとするものである。この資源利用係数を物品税の導入にともなって生じ

る効率性損失の大きさの計測に応用する分析手法は Kay and Keen(1988)によって提示された。

Kay and Keenの分析では，課税時における効率性損失の大きさを以下の均衡条件から決定され

るスカラーλによって表現している。

ｐｈ(ｐ,ｕ)＝ｐ(λω)＋ｐｙ(ｐ) （15）

ｈ(ｐ,ｕ)＝λω＋ｙ(ｐ) （16）

(15)，(16)においてｕは課税時の効用水準であり，外生的に与えられる。(15)，(16)は課税時

と同一の効用水準が実現されているという意味で効用等価配分とよばれる。効用等価配分にお

ける効用水準ｕは物品税が存在しない経済において節約された資源量のもとでパレート効率的

な資源配分によって実現される効用水準である。したがって，厚生経済学の第２命題を用いる

ことによって，外生的に与えられた効用水準ｕに対して，均衡条件(15)，(16)を満足する市場

価格ｐとスカラーλが内生的に決定する。λの均衡解をλ＊で表す。資源量ωのもとで課税時の

均衡条件(13)，(14)において実現された効用水準ｕは，非課税時には節約された資源量λ＊ω

を効率的に利用することによって実現可能である。効率的な資源配分を行うことによって資源

量が各財について(１－λ＊)×100パーセントだけ節約可能である。この節約可能な比率が物品

税導入にともなう資源配分の効率性損失の大きさとして解釈されるのである。λ＊は現実の資

源量ωのうち効率的に利用されている比率を表しており，このλ＊が資源利用係数に他ならな

い。λ＊は資源量ωと課税時の効用水準ｕに依存して決定される。Kay and Keenの分析では，

効率性損失の大きさ１－λ＊をｕとωの関数Ｄ(ｕ，ω)によって表現している。

均衡条件(15)，(16)を満足する市場価格ｐを，現実の資源量ωを用いてｐ／(ｐω)と基準化

し，この基準化された価格ベクトルをｐ＊とおく。資源利用係数によって計測される効率性損

失は節約可能な資源の割合という数量的な意味を有する一方で，価格ｐ＊で評価した節約可能

な資源量の貨幣価値という金銭的な意味をも有するのである。すなわち，

Ｄ(ｕ,ω)＝ｐ＊(ω－ω＊) （17）

と表現されるのである。ただし，ω＊は効用ｕを実現する必要最小資源量を表し，ω＊＝λ＊ω

である（6）。(17)におけるωとω＊を，課税時の均衡式(14)と効用等価配分における均衡式(16)

を用いて置き換え，さらに，補償需要関数や支出関数の性質を用いることによって，

Ｄ(ｕ,ω)＝ｅ(ｑ,ｕ)－ｅ(ｐ＊,ｕ)＋ｐ＊ω＋π(ｐ＊)－［ｐ(ｑ)ω＋π(ｐ(ｑ))＋Ｒ］ （18）

を得る。ｅ(ｑ,ｕ)とｅ(ｐ＊,ｕ)は支出関数であり，それぞれ価格ｑ，ｐ＊のときに効用水準

ｕを実現するために必要な最小の支出額を表す。ｐ＊ω＋π(ｐ＊)は効用等価配分における価

格ｐ＊によって評価した現実の資源量ωの貨幣価値と価格ｐ＊のもとで企業が獲得する利潤額

の合計である。効用等価配分は節約された資源量λ＊ωのときに実現される配分であるから，

ｐ＊ω＋π(ｐ＊)は効用等価配分において個人が得る所得額とは異なる。課税による効率性損失
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を計測するためには，計測の基準となる効率的な資源配分を特定する必要がある。資源利用係

数を用いた計測では，効用等価配分が評価基準となる効率的な資源配分として特定される。し

たがって，ｐ＊は効率性損失を計測するときの評価基準価格ベクトルとして解釈されるのであ

る。ｐ(ｑ)ω＋π(ｐ(ｑ))＋Ｒは課税時における個人の現実の所得額に等しい。(18)の右辺に

おいて，課税時の効用水準ｕは均衡条件(13)，(14)の解であるから，消費者価格ｑの関数とし

て表現可能である。このことから，効用等価配分(15)，(16)においてｕに依存して決定される

価格ｐ＊もｑの関数として解釈できる。したがって，本論では(18)で示された効率性損失の大

きさをｑの関数Ｌ(ｑ)として表現することにする。すなわち，

Ｌ(ｑ)＝ｅ(ｑ,ｕ)－ｅ(ｐ＊,ｕ)＋ｐ＊ω＋π(ｐ＊)－Ｍ(ｑ) （19）

である。Ｍ(ｑ)は課税時における個人の貨幣所得であり，Ｍ(ｑ)＝ｐ(ｑ)ω＋π(ｐ(ｑ))＋Ｒ(ｑ)

である。ｕは課税時に所得Ｍ(ｑ)のもとで実現される効用水準であるから，間接効用関数を用

いて，ｕ＝ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))と表現できる。また，政府の税収もｑの関数Ｒ(ｑ)として表すことが

可能である。

(19)で提示された効率性損失の評価方法は，等価変分(ＥＶ)による効率性損失の計測方法と

類似しているが，以下に述べる相違点がある。等価変分による計測において，ｐ＊は現実の資源

ωのもとで非課税時に実現される均衡価格ベクトルに相当する。したがって，ｐ＊ω＋π(ｐ＊)

は，この均衡において個人が獲得する貨幣額に一致する。課税による効率性損失が生じていれ

ば，所得額ｐ＊ω＋π(ｐ＊)で実現される効用水準は課税時の効用水準よりも高くなっていなけ

ればならない。これに対して Kay and Keenによって提示された計測方法では，ｐ＊は節約され

た資源λ＊ωのもとで非課税時に実現される均衡価格ベクトルであり，仮説的な効用等価配分

を前提としている。このとき個人が享受する効用水準は課税時に享受する効用水準と同一であ

る。これら２つの評価基準価格ベクトルｐ＊は，生産技術や個人の選好について一定の仮定を

おかない限り，必ずしも一致しない（７）。

収穫一定の技術を仮定すれば，すでに述べたように，生産者価格が固定的になり，企業の利

潤はゼロになる。また，効用等価配分における価格ｐ＊も固定的な生産者価格に一致する。こ

の場合には，(19)によって計測される効率損失の大きさは，

Ｌ(ｑ)＝ｅ(ｑ,ｕ)－ｅ(ｐ＊,ｕ)－Ｒ(ｑ) （20）

と，簡潔に表現される。(20)は，Kay(1980)によって提示された効率性損失の尺度に一致する。

Stutzer(1982)では，Kayの尺度を用いて物品税額の変更にともなう限界的な効率性損失を計測

する分析を行っている（８）。これに対して，収穫逓減技術を仮定した場合には，生産者価格ｐ

や評価基準価格ｐ＊が物品税額の変更にともなって変化する。限界的な効率性損失の計測は，

これらの価格の変化が利潤，所得および効用水準に与える効果を考慮して行う必要があり，分

析は収穫一定の技術を仮定した場合よりも複雑なものになる。

収穫逓減技術と課税政策 ――是川



26－ －

収穫逓減技術を仮定した経済において，ａ財の物品税額の変更，すなわちａ財の消費者価格の

変更にともなう効率性損失の限界的な変化は，(19)の右辺をａ財の税込みの消費者価格ｑａで

偏微分することによって得られる。間接効用関数と支出関数の性質から，ｅ［ｑ,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］

≡Ｍ(ｑ)が成立するので，(19)の右辺の値は，－ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］＋ｐ＊ω＋π(ｐ＊)に

等しい。したがって，効率性損失の限界的な変化は，

∂Ｌ(ｑ)／∂ｑａ ＝－∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｑａ＋∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ

＝－［∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ］

×［∂ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))／∂ｑａ＋∂ｖ(ｑ,Ｍ)／∂Ｍ・∂Ｍ(ｑ)／∂ｑａ］

－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ＋∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ （21）

と表現できる（９）。∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａは効用水準を課税時の効用水準ｖ(ｑ，Ｍ(ｑ))に固定

しながら支出関数をｑａで偏微分した値を表しており，

∑ｊ｛［∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｐ＊ｊ］･［∂ｐ＊ｊ(ｑ)／∂ｑａ］｝

で表される。所得の限界効用∂ｖ(ｑ ,Ｍ)／∂Ｍの値をμとおくと，ロワの恒等式から，

∂ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))／∂ｑａ＝－μｘａが成り立つ。ただし，ｘａは課税時の均衡におけるａ財の需

要量である。これらを用いることによって，(21)はさらに，

∂Ｌ(ｑ)／∂ｑａ ＝｛∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ｝･［μｘａ－μ(∂Ｍ(ｑ)／∂ｑａ)］

－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ＋∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ （22）

と整理される。

はじめに，(22)を収穫一定技術を仮定する Stutzerの分析で提示された限界的な効率性損失と

比較してみよう。Stutzerの分析では，生産技術が収穫一定であることに加えて，税収を個人に還

元しないことが仮定されている。この仮定のもとでは，個人の所得は消費者価格ｑに関係なく一

定額ｐωである。すなわち，∂Ｍ(ｑ)／∂ｑａ＝０が成立する。また，評価基準価格ｐ＊が物品税

額に関係なく固定的となることから，∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ＝０と∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ

＝０が同時に成立する。税収を個人に還元しないモデルでは，効率性損失の大きさは物品税の

かわりに一括税として支払う意志のある最大の金額だけで計測するのではなく，この金額から

政府が物品税政策のもとで徴収した税収を差し引いて得られる金額によって計測しなければな

らない。したがって，限界的な効率性損失は，

∂Ｌ(ｑ)／∂ｑａ＝［∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ］･(μｘａ)－∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ （23）

となるが，この表現は Stutzerの分析で提示された限界的な効率性損失の表現に一致する。これ

に対して，本論の分析モデルでは，個人の所得額に税収の還元分が含まれるため，物品税額が

変化すれば，それにともなう税収の変化を通じた個人所得の変化を考慮しなければならない。

すなわち，生産者価格が固定的であれば，∂Ｍ(ｑ)／∂ｑａ＝∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａとなり，限界的

な効率性損失は，

山形大学紀要（社会科学）第35巻第１号



27－ －

∂Ｌ(ｑ)／∂ｑａ＝｛∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ｝･［μｘａ－μ(∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ)］ （24）

と表される。上記の効率性損失の大きさ(23)と(24)を比較すると，(24)では，税収の変化を表す

項に－［∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ］･μが乗じられている。税収を個人に還元するモデル

では，税収の増加分を個人に還元すること自体は個人の効用を増加させることになるから，この

効用の増分の貨幣評価額は効率性損失の大きさからは控除しなければならない。たとえば，物品

税額の変更にともなって税収が限界的に∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａだけ増加すれば(∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ＞０)，

その増加額は個人の所得の限界的な増加額となる。よって，個人の効用は，所得の増加額に所

得の限界効用μを乗じた値μ(∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ)だけ増加する。この効用の増分を評価基準価格

ｐ＊で貨幣評価した値は，

｛∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ｝･［μ(∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ)］

と表現されるが，この値を効率性損失の大きさから差し引く必要があるのである。

収穫逓減技術を仮定した経済では，上で説明した限界的な効率性損失の大きさはどのように

変化するであろうか。収穫逓減技術を仮定することによって，物品税額の変更にともう生産者

価格ｐ(ｑ)の変化，およびｐ(ｑ)の変化にともう利潤π(ｐ(ｑ))の変化を追加的に考慮しなけ

ればならない。さらに，効用等価配分における価格ｐ＊も課税時の効用水準の変化にともなっ

て変化するため，この価格変化が与える効率性損失の変化をもあわせて考慮する必要がある。

ここで，(22)を，

∂Ｌ(ｑ)／∂ｑａ

＝｛∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ｝･｛μｘａ－μ［(∂Ｒ(ｑ)／∂ｑａ)＋(∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａ)］｝

－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ＋∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ （25）

と書き換えることにする。Ｉ(ｑ)は課税時における税収の還付額を除いた個人の所得額であ

り，Ｉ(ｑ)＝ｐ(ｑ)ω＋π(ｐ(ｑ))である。(25)と(24)の右辺どうしを比較すると，(25)では，

－｛∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕ｝･［μ(∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａ)］，－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ，お

よび∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａの３項が追加されている。技術が収穫一定であれば，生産

者価格が固定的であることから，∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａ＝０である。収穫逓減の技術を仮定した経

済では，物品税額を変更させると市場均衡を実現させるように生産者価格ｐ(ｑ)が変化する。

ｐ(ｑ)の変化は税収だけでなく，個人の保有する初期賦存量ωの評価価値や企業から受け取

る利潤額をも変化させる。この変化額が∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａによって表現されているのである。

μ・∂ｅ［ｐ＊,ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))］／∂ｕが乗じられているのは，所得変化にともなう効用の変化

を評価基準価格ｐ＊によって貨幣額で評価するためである。この貨幣額が正であれば，物品税

政策の変更が税収以外の所得額を増加させ，それにともなって効用も増加させることを意味す

るので，効率性損失の大きさは低下することになる。したがって，Ｉ(ｑ)の変化を表す項の符

号は負になっているのである。∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａの経済学的な意味は以下のように確認される。
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Ｉ(ｑ)の定義から，

∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａ＝∑ｊ［ωｊ･∂ｐｊ(ｑ)／∂ｑａ］＋∑ｊ｛［∂π(ｐ)／∂ｐｊ］［∂ｐｊ(ｑ)／∂ｑａ］｝

である。ωｊ，ｐｊはそれぞれｊ財の初期賦存量，ｊ財の生産者価格である。包絡線定理によっ

て，∂πｊ(ｐ)／∂ｐｊ＝ｙｊ(ｐ)が成立する。ｙｊ(ｐ)は課税時の均衡における企業のｊ財の投

入・産出量である。上の式は，均衡式(14)を考慮すると，課税時のｊ財の需要量ｘｊを用いて，

∂Ｉ(ｑ)／∂ｑａ＝∑ｊ［ｘｊ･∂ｐｊ(ｑ)／∂ｑａ］

と整理される。物品税額の変更にともなって個人が税収以外に実際に受け取る所得の変化額は，

課税時における個人の需要量を生産者価格の変化額で貨幣評価した金額に一致するのである。

物品税額の変更は生産者価格だけでなく，評価基準価格ｐ＊を変化させる。(25)における

∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａは，ａ財の消費者価格の変化によって生じるｐ＊の変化が，この価格で

評価した非課税時の仮説的な所得評価額に与える効果を表している。∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａ

＞０であれば，物品税額の変更が効率的な配分によって得られる仮説的所得の価値を上昇さ

せることになるが，このことは効率性損失の計測に際して比較対象とすべき基準所得額が増

加したと解釈できる。したがって，課税政策が実施されなければより大きな貨幣所得が得ら

れたはずであるという意味で，効率性の損失の大きさは，増加すると考えられるのである。

∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａは評価基準価格のもとで課税時の効用を実現できる最小支出額の変化

を表しており，評価基準価格の変化の直接的な影響が反映されている。∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ

＞０であれば，効率性損失を計測する際に基準となる必要最小支出額が増加することになるか

ら，物品税の回避と引換に一括税として支払う意志のある金額は減少する。したがって，効率

性損失の大きさは減少することになり，この変化を表す項の係数は負になっているのである。

２つの項の合計－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｑａ＋∂［ｐ＊ω＋π(ｐ＊)］／∂ｑａは，物品税額の変更に

ともなう評価基準価格ｐ＊の変化が効率性損失に与える効果の合計を表している。この値は，

∑ｊ｛［－∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｐｊ＊＋ωｊ＋ｙｊ(ｐ＊)］･(∂ｐｊ＊(ｑ)／∂ｑａ)｝

と表現される。包絡線定理より，∂ｅ［ｐ＊,ｖ］／∂ｐｊ＊＝ｈｊ(ｐ＊,ｕ)であるから，上の値は

さらに，

∑ｊ｛［－ｈｊ(ｐ＊,ｕ)＋ωｊ＋ｙｊ(ｐ＊)］･(∂ｐｊ＊(ｑ)／∂ｑａ)｝ （26）

と整理される。ｈｊ(ｐ＊,ｕ)は制約された資源量λ＊ωのもとで実現される市場均衡におけるｊ

財の需要量であるから，均衡条件－ｈｊ(ｐ＊,ｕ)＋λ＊ωｊ＋ｙｊ(ｐ＊)＝０が成立する。この関

係を用いると(26)は，

∑ｊ｛［(１－λ＊)ωｊ］･(∂ｐｊ＊(ｑ)／∂ｑａ)｝

と表すことができる。物品税額の変更にともなう評価基準価格ｐ＊の変化が限界的な効率性損

失に与える大きさは，資源利用係数によって計測された節約可能な資源量を評価基準価格の変

化額で評価した値に一致するのである。
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４．結び

本論では，生産技術が規模に関して収穫逓減である経済における課税政策について，規模に

関して収穫一定である生産技術をもつ経済モデルと比較しながら考察を行った。とりわけ，課

税政策における生産者価格と消費者価格の独立性に関する性質，物品税と利潤税の等価性など

について，先行研究に検討を加えながら分析を展開した。あわせて，本論では，課税によって

生じる資源配分の効率性損失を計測する分析を，収穫逓減技術を仮定したモデルに応用するこ

とを試みた。ここでは，収穫一定技術を仮定したモデルとの分析手法や結論における相違点に

ついて考察を行った。

収穫逓減技術の仮定は，企業利潤の存在や生産者価格の可変性など，現実の経済現象をより

正確に説明できる仮定である。本論で得られた分析手法を，様々な政策評価の分析に応用する

ことにより，経済の実情に合った興味深い結論が得られると期待できる。

注
（1）

本論では，変数および関数記号の下付き文字は財の種類を表すものとする。
（2）

租税理論におけるワルラス法則については，Myles(1995)，井堀(2003)などに説明がある。
（3）

財源調達のために物品税が必要とされるためには，100パーセントの利潤税を課しても財の購入に必要

な財源が調達できないほど企業の利潤が小さい場合か，財を購入するのに十分な企業の利潤は発生して

いるものの利潤税率τが低く設定されているために利潤税だけでは必要な財源を調達できない場合であ

る。本論では後者の場合を想定する。
（4）

ここでの集合ＱはMyles(1995)における admissible priceに相当する。
（5）

この表現は，Diamond and Mirrlees(1971)をはじめ，多くの文献で用いられている。
（6）

(17)の導出方法については，Kay and Keen(1988)や是川(2002)を参照のこと。
（7）

この点については是川(2002)において説明されている。
（8）

KayやStutzerの分析では，税収を個人に還元することは考慮されていない。したがって，(20)における

課税時の効用水準は本論のモデルにおいて課税時に実現される効用水準とは異なる。
（9）

∂ｖ(ｑ,Ｍ(ｑ))／∂ｑａは，所得額をＭ(ｑ)に固定して間接効用関数を消費者価格ｑａで偏微分した値

を表す。また，∂ｖ(ｑ,Ｍ)／∂Ｍは所得額がＭ(ｑ)であるときに，間接効用関数を所得Ｍで偏微分した

値を表している。
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In many articles on the theories of taxation, the analyses are made on the assumption that the

technologies are constant returns to scale. If the technologies are constant returns to scale,

producer prices are constant and profits of firms are zero. These properties make the analyses

easy. But if the technologies are decreasing returns to scale, producer prices vary and firms earn

positive profits. The analyses become more complicated. 

In this article, we reconsider the theory of taxation in an economy with the decreasing returns

to scale technologies. And we also consider the computation of marginal dead weight loss

from piecemeal changes in commodity tax rates, in the case of decreasing returns to scale

technologies.

収穫逓減技術と課税政策 ――是川


